
１XY 番号による営業・案内接続についての 

メーリングリストにおける検討経過 

 

項番 提出日 提出社 

① ４月２７日 日本テレコム株式会社 

② ４月２８日 東日本電信電話株式会社 

③ ４月２８日 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

④ ５月１１日 日本テレコム株式会社 

⑤ ５月１３日 東日本電信電話株式会社 

⑥ ５月１６日 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

⑦ ５月１７日 日本テレコム株式会社 

⑧ ５月１８日 KDDI 株式会社 

⑨ ５月２０日 東日本電信電話株式会社 

⑩ ５月２３日 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

⑪ ５月２５日 日本テレコム株式会社 

⑫ ５月２７日 東日本電信電話株式会社 

⑬ ５月２７日 KDDI 株式会社 

⑭ ５月３１日 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

参考資料３



｢1XY｣番号に関する運用の一部見直しについての提案

IP時代における電気通信番号の在り方に関する研究会

ワーキンググループ資料

平成１７年４月２７日

日本テレコム株式会社



1

前回までのWG議論を踏まえた当社意見

公正競争を確保するために、新規ｻｰﾋﾞｽ加入促進等の営業活動には利用しないこととして
頂きたい。（営業活動については｢0120･･･｣や｢00XY・・」等の着信課金番号等を利用）

平成10年度番号研究会報告書にある「当面は利用可とする｡｣という整理に関して、今後も
引き続き利用可とするかどうかについては、ﾕｰｻﾞの利用動向等を勘案の上、上記検討の場
等にて検討する必要があると考える。

｢116」の運用について

前回までの当ＷＧにおいて、弊社としては営業・料金案内ｻｰﾋﾞｽ提供のために新たな
｢1XY」番号の付与を希望したが、｢1XY」番号については、

・緊急性・公共性の高い用途に限定して付与すべき
・他の番号で代替できるサービスには付与すべきではない
・今後の新規参入事業者にも公平に付与できるよう考慮すべき

等の意見が大勢を占めたことから、新たな｢1XY」を付与して頂くことは困難と判断する。

但し、昨今の社会状況等を踏まえた｢1XY｣番号の在り方や、新たな｢1XY｣番号の利用希
望があった場合の付与ﾙｰﾙ等について今後検討する必要があるのではないかと考える。

「1XY」の運用について
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日本テレコム殿からの意見提示への当社意見

■昨今の社会状況等を踏まえた「１XY」番号の在り方、付与ルールの見直しの必要性について

・「１XY」番号の在り方、付与ルールについては、これまで一定の整理が図られているものと理解しております。今回の
問題提起ではこれまでのルールを逸脱する課題は無いと考えておりますので、特に新たな議論の必要は無いと考えます。

■公正競争の確保について

・公正競争の確保に関する議論は、番号計画の議論とは異なる為、本検討会の議論対象外と考えます。
・自網内における116利用は、各事業者網内でも既に実施されていることもあり、公正競争に反するという判断がされた経
緯は無いと考えております。

■「当面は利用可」の解釈について

・平成１０年度番号研究会報告書にある「当面利用可能とする」は、利用者や他事業者に著しく不利益を及ぼす恐れが発
生するまで利用可能とすると理解しており、現時点ではこのような事態は発生しておりません。多数の利用者の利便性確
保の観点から、今後も引き続き利用可とすべきと考えます。

日本テレコム殿からのご意見に対して、以下の通りコメントさせて頂きます。

NTT EAST CONFIDENTIAL

平成17年４月28日



日本テレコム殿ご意見へのコメント 
０５．４．２８ 
ＮＴＴドコモ 

 
 ご意見の４ポイントに対し以下のとおりコメントさせていただきます。 
 
１． １ＸＹの付与は、断念するとのご意見ですが、ＪＴ殿からもともと問

題提起された「他事業者からの自網への営業窓口への短桁による接続

番号」については、どのようなご見解なのでしょうか。１ＸＹでは無

理で、ＷＧでＮＴＴ東殿が提出された資料のように、００ＸＸ＋１６

６、あるいは０１２０を用いるのが妥当との同意が得られたと解釈し

て宜しいのでしょうか。 
２． 「「１ＸＹ」番号の在り方や、新たな「１ＸＹ」番号の利用希望があっ

た場合の付与ルール等について検討する必要がある」とのご意見です

が、「１ＸＹ」番号の在り方については、これまで、３度の番号研究会

の検討を経て、十分に議論され、平成１０年度の結論は今見ても妥当

なものと思われ、現時点で見直す必要はないと思います。見直す必要

があるならば、どこに問題点があり、こういう視点で見直すべきとい

う具体的な提案が必要と思われます。 
３． 「公正競争の確保」と１１６番号の関係が理解できません。営業特番

の１ＸＹの使用については、利用者が、自分が加入する各事業者の営

業窓口へ接続する番号として使用することは、事業者に平等の機会が

与えられており、その番号は、１１６、１５１、１５７の中から選択

することも自由であることから公正競争は確保されていると思われま

す。ＷＧの資料で説明いただいた「加入者の数が異なるので利用の公

平性がない」というのは、いささか的が外れていると感じます。 
４． 「当面利用可とする」という意味は、これら番号を利用するユーザが

多いことから、その利便性を無くするのは好ましくないという判断の

結果と聞いています。平成１０年度番号研究会の結論の基本的考え方

は「１ＸＹは、他の番号では代用できないものに使用する」というこ

と、即ち「接続先アドレスを示す使用方法は好ましくない」（例外は、

緊急、公共的なもの）というもので、その意味では営業窓口としては

好ましくないということを否定するものではありません。この考え方

を受けて、その後、各事業者は多数使用していた営業窓口（１５Ｘ）、

試験関係（１２Ｘ）の使用を停止・統合してきました。ただ、営業窓

口だけは、ユーザ利便性を考慮し、１事業者１個の１ＸＹの使用を許



してきたと考えています。以上より「当面」という意味は、現状の使

い方で問題が生じない限りと理解しています。当時としては、３個の

使用を排除するほどの強い要請はなかったと聞いています。もし、使

用を禁止すべきという要件があったのであれば、使用期限を盛り込ん

だと思われます。ＪＴ殿の指摘にもあるように、現時点では、４７個

の１ＸＹが未使用であり、近未来に空ける必然性が見当たらないこと、

また、固定系６０００万、移動系８５００万の利用者が使用する可能

性がある利便性のあるものを使用禁止にする理由は現時点では見つか

らないと思います。今後、２項で述べた１ＸＹの検討の見直しが生じ

るような事象が明確になった時に検討すれば十分と考えます。 
 

以上 



平成 17 年 5 月 11 日 
日本テレコム株式会社 

 
「１ＸＹ」番号に関する弊社提案について 

 
4 月 27 日付弊社意見につきまして、ＮＴＴ東日本殿及びＮＴＴドコモ殿からコメントが

ございましたが、弊社の考える問題点が十分お伝えできていないおそれがあると思われま

す。本問題を提起させていただくにあたっての、弊社問題意識を記載させていただきます

ので、ご検討方よろしくお願い申し上げます。 
 
 

＜「１ＸＹ」番号と公正競争に関する弊社の問題意識＞ 
・ 各社の自網加入者から「１ＸＹ」の利用が可能であること、及び、その意味で各社の

公平性は担保されていることは認識しております。 
・ しかしながら、特に固定電話網（加入網）についてはＮＴＴ東西殿がほぼ独占され

てきた経緯があることから、マクロ的に見た場合、新規サービスの受付を行うにあた

り競争事業者側がハンディキャップを負うことになると考えております。 
具体的事例：固定電話網ユーザーの９９％が新規サービスを申し込む場合には 

ＮＴＴ東西殿営業窓口：１１６にて接続 
他事業者営業窓口：０１２０番号等にて接続 

することとなります。 
※００ＸＹ－１ＸＹは、イコールフッティング性および網改造の観点から

弊社では想定せず 
・ なお、ＮＴＴ東西殿網の独占性を背景として、第一種指定電気通信設備に関する接

続ルールが整備されてきたものと考えております。電気通信番号の利用にあたっても

同様に、公正競争の観点が必要であると考えております。また、諸外国においては、

番号利用においても公正競争条件を整備をしている事例があります。 
 米国、英国では、８００番号を利用してイコールフッティングを実現 

・ 今後、様々なサービスの提供・事業者の参入を背景として、ある事業者の加入者が

他社のサービスを申し込むというケースはますます増加するものと想定しておりま

す。その環境の中で、上記のように既存サービスの市場支配力が新サービス（新市場）

に影響されることがないよう、申込み受付番号の在り方について、見直しを提言させ

ていただいたものです。 
・ 弊社としましては、公正競争条件確保の視点からみた番号利用のあり方について、

検討を深めるべきと考えます。 
 

以上 



平成 17 年 5 月 13 日 
東日本電信電話株式会社 

 
日本テレコム殿からのご提案につきまして、NTT 東日本よりコメントさせていただきま

す。ご検討よろしくお願い致します。 
 
１．各社の自網加入者から、「１XY」によって受付け等窓口に接続する事については、各社

の公平性が担保されている事から、見直しの必要性はないと認識されているものと理解し

ました。 
 さらに 4/28 付け資料では、他社窓口利用の番号として「１XY」の希少性他の理由から、

新たな１XY 利用は要望しないとの意見でした。 
 
 これらを考え合わせると、現在の自社網番号である 116 の見直しを、強く求めているも

のでは無いものと理解してよろしいでしょうか？ 
 
 
２．公正競争に関しては、受付け窓口への接続番号の桁数や番号種別の差によって、競争

事業者がハンディキャップを負うと意見されておりますが、お客様が選択されたサービス

を申し込む際の窓口接続番号の桁数等の違いが、公正競争に与える影響がわかりません。 
 
 

以上 
 



日本テレコム殿ご提案（５月１１日）へのコメント 

０５．５．１６ 

ＮＴＴドコモ 

 

 ５月１１日の日本テレコム殿ご提案に関して、疑問点の確認及びコメントを以下の通り

述べさせていただきます。ご確認ならびにご回答いただきますよう宜しくお願いします。 

 

１．ＪＴ殿ご指摘の問題点とご提案内容の明確化 

(ア) 前回当社から差し上げた確認事項の繰り返しになるかもしれませんが、当初ＪＴ

殿が指摘された「他事業者から自網への営業窓口への短桁による接続番号」につい

ては、これまでのＮＴＴ東さんの資料等により、既に議論は尽くされており現状以

上に良い案はないと理解されたという認識で宜しいですね。 

(イ) ご指摘の公正競争上の問題というのは、新規サービスを加入するにあたって、既

存事業者に申し込むのと他事業者に申し込むのとでは、番号桁数に差があるという

ことだと理解して宜しいでしょうか。 

(ウ) （ア）、（イ）を総合すると、営業窓口に１ＸＹを使用するのを禁止すべきという

ことを主張されておられると理解して宜しいですね。 

２．問題が起こりうる事業者の範囲 

(ア) ＪＴ殿がご指摘されている問題点が第１項（イ）のとおりだとすると、問題とな

るのは既存事業者と新規参入事業者間における新規サービス受付電話番号桁数の

差であり、ＮＴＴ東西固有の問題ではないと思われるのですが、いかがでしょうか。

即ち、携帯電話においても、現在、新規事業者の参入が議論されており、既存携帯

事業者と新規携帯事業者との間も同様の問題があるとの内容を包含するご指摘と

理解して宜しいでしょうか。 

(イ) 一方、『ＮＴＴ東西殿がほぼ独占されてきたことから・・・競争事業者がハンディ

キャップを負うことになる』との説明がありますが、前項の理解が正しいとすると

ご提案の論理が良く理解できません。『ほぼ独占されてきた』ということが理由で

はなく、既存事業者ということに意味があるのではないかと思われます。その意味

で、ＪＴ殿のご指摘は、既存事業者と新規参入事業者との関係一般論だということ

なら論理上の矛盾はないと思われます。それとも、ＮＴＴ東西に限定される独自の

理由があるのでしょうか。 

３．問題とされている番号の範囲 

(ア) ＪＴ殿が公正競争上問題視されているのは、新規サービスの受け付け（営業窓口

の１ＸＹ）のみであると理解して宜しいでしょうか。 

(イ) 即ち、すでにサービスを提供している分に関する問い合わせ（例えば料金問い合

わせ）、あるいは故障修理（１１３）は、すでにサービス契約している人に対する

フォローであり、公正競争上の問題はないと理解して宜しいでしょうか。 



(ウ) 『００ＸＹ－１ＸＹは、イコールフッティング性、網改造の観点から弊社では想

定せず』というのはどのような意味でしょうか。番号論的には、００ＸＹ－１Ｘ

Ｙは、００ＸＹ－ＸＹの限定的使用法であり、『００ＸＹ－１ＸＹを想定せず』と

いうことは、００ＸＹ－ＸＹもイコールフッティング上問題があるので使用され

るべきではないということでしょうか。（前回資料で、『営業活動には、「０１２０」

や「００ＸＹ」等の着信課金番号を利用』との表現がありますが、移動系事業者

は、００ＸＹを付与されていません。この場合、ご主張のイコールフッティング

論から言うと、全事業者「０１２０」だけを使用すべきというのか、すべての事

業者に００ＸＹを付与すべきとのご主張なのかどちらでしょうか。） 

４．ＪＴ殿の公正競争に関するご意見に対するコメント 

(ア) 新規サービスを加入するにあたって、既存事業者に申し込む場合と他事業者（新

規事業者）に申し込む場合の番号桁数の差が、公正競争上の問題に値するかどうか

が論点ではないでしょうか。確かに、番号桁数が短い方が利用者にとってダイヤル

しやすいというメリットはありますが、それによって利用者の行動に影響を与える

のかという点で、真に競争上のデメリットになり得るかどうか疑問です。番号ポー

タビリティ問題のように事業者を変える場合に従来使用していた番号が使用でき

なくなるような場合はデメリットが大きく、事業者を変える弊害になっているケー

スがあるという意見なら理解できますが、営業窓口の電話番号桁数の差により利用

者が他事業者のサービス申し込みを躊躇し、その結果として既存事業者のサービス

を申し込むということは、常識的に考えにくいと思われます。利用者が事業者を選

択する際の判断ポイントは、あくまで、サービス内容ではないでしょうか。どのよ

うな観点から見て、公正競争が阻害されているのか、あるいはどのような問題点が

発生しているのかを番号ポータビリティの場合のような具体的な形で示していた

だきたいと思います。 

(イ) 営業窓口の番号利用は、新サービスの申し込みだけでなく、加入したサービスに

関する問い合わせ、苦情、契約解除等さまざまな目的に利用されています。こうし

た用件の利便性向上のために１ＸＹは利用されてきたわけで、言わば自網加入利用

者に対するサービスです。固定系６０００万、移動系８５００万の利用者に既に広

く周知され、利用されてきた番号の使用を停止するには、明確な理由が必要と思わ

れます。各事業者の利用者が自網内で平等に便利に利用しているメリットと非常に

抽象的な公正競争論のメリットを十分に比較する必要があると思います。 

(ウ) 通信キャリアだけが、１ＸＹを使用できるのは、他の一般企業の営業窓口が０１

２０・・・しか利用できないことに対して公平でないという意見はあり得るかもし

れません。その場合は、１ＸＹだけでなく通信事業者が使用している短桁番号（０

０ＸＸ－ＹＹ：ＪＴ殿の００８８－８２等）も対象として議論すべきだと思われま

す。ただ、一般的には、各業界ではそれぞれこのようなメリットがあると思われ、

現在の使用方法の範囲では社会的に許容されるのではないかと思われます。 



５．その他 

『米国、英国では、８００番を利用してイコールフッティングを実現』との記述があ

りますが、英国では、ＢＴ社は短桁の番号も使用していると聞いています。米国、英

国における営業受付番号の実態をもう少し詳細にお教えいただければ議論の参考にな

ると思います。 

 

以上 



平成１７年５月１７日 
日本テレコム株式会社 

「１ＸＹ」番号に関する弊社提案について 
 
平成１７年５月１１日弊社コメントに関するＮＴＴ東日本殿およびＮＴＴドコモ殿ご意見について、下記のとおりご回答させていただきます。ご検

討の程何卒よろしくお願い申し上げます。 
 

記 
＜ＮＴＴドコモ殿ご意見＞ 

いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
１．ＪＴ殿ご指摘の問題点とご提案内容の明確化  
 （ア）前回当社から差し上げた確認事項の繰り返しになるかもしれませ

んが、当初ＪＴ殿が指摘された「他事業者から自網への営業窓口

への短桁による接続番号」については、これまでのＮＴＴ東さん

の資料等により、既に議論は尽くされており現状以上に良い案は

ないと理解されたという認識で宜しいですね。 

４／２７弊社資料のとおり、１ＸＹを利用した「他事業者から自網

への営業窓口への短桁による接続」は困難であると判断しておりま

す。 

 （イ）ご指摘の公正競争上の問題というのは、新規サービスを加入する

にあたって、既存事業者に申し込むのと他事業者に申し込むのと

では、番号桁数に差があるということだと理解して宜しいでしょ

うか。 

御社ご指摘のとおりです。 

 （ウ）（ア）、（イ）を総合すると、営業窓口に１ＸＹを使用するのを禁

止すべきということを主張されておられると理解して宜しいです

ね。 

御社ご指摘のとおりです。 

２．問題が起こりうる事業者の範囲  



いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
 （ア）ＪＴ殿がご指摘されている問題点が第１項（イ）のとおりだとす

ると、問題となるのは既存事業者と新規参入事業者間における新

規サービス受付電話番号桁数の差であり、ＮＴＴ東西固有の問題

ではないと思われるのですが、いかがでしょうか。即ち、携帯電

話においても、現在、新規事業者の参入が議論されており、既存

携帯事業者と新規携帯事業者との間も同様の問題があるとの内容

を包含するご指摘と理解して宜しいでしょうか。 

御社ご指摘のとおりです。 

 （イ）一方、『ＮＴＴ東西殿がほぼ独占されてきたことから・・・競争

事業者がハンディキャップを負うことになる』との説明がありま

すが、前項の理解が正しいとするとご提案の論理が良く理解でき

ません。『ほぼ独占されてきた』ということが理由ではなく、既存

事業者ということに意味があるのではないかと思われます。その

意味で、ＪＴ殿のご指摘は、既存事業者と新規参入事業者との関

係一般論だということなら論理上の矛盾はないと思われます。そ

れとも、ＮＴＴ東西に限定される独自の理由があるのでしょうか。

基本的には御社ご指摘のとおりですが、その必要性（不可欠性）に

ついては、指定電気通信設備に関する接続ルールと同様に既存事業

者の規模に着目する必要があると考えております。 
※接続ルールにおいても、新規事業者から見た場合、全既存事業

者が接続対象となりうるが、そのうち「不可欠性」があるもの

として、特別な接続ルールが課されるのは一定の要件を満たし

た事業者に限定される。 

３．問題とされている番号の範囲  
 （ア）ＪＴ殿が公正競争上問題視されているのは、新規サービスの受け

付け（営業窓口の１ＸＹ）のみであると理解して宜しいでしょう

か。 

弊社指摘の問題が発生する場面としては、御社ご指摘のとおり、新

規サービスの受付け（営業窓口）と考えております。 

 （イ）即ち、すでにサービスを提供している分に関する問い合わせ（例

えば料金問い合わせ）、あるいは故障修理（１１３）は、すでにサ

ービス契約している人に対するフォローであり、公正競争上の問

題はないと理解して宜しいでしょうか。 

御社ご指摘のとおりです。 



いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
 （ウ）『００ＸＹ－１ＸＹは、イコールフッティング性、網改造の観点

から弊社では想定せず』というのはどのような意味でしょうか。

番号論的には、００ＸＹ－１ＸＹは、００ＸＹ－ＸＹの限定的使

用法であり、『００ＸＹ－１ＸＹを想定せず』ということは、００

ＸＹ－ＸＹもイコールフッティング上問題があるので使用される

べきではないということでしょうか。（前回資料で、『営業活動に

は、「０１２０」や「００ＸＹ」等の着信課金番号を利用』との表

現がありますが、移動系事業者は、００ＸＹを付与されていませ

ん。この場合、ご主張のイコールフッティング論から言うと、全

事業者「０１２０」だけを使用すべきというのか、すべての事業

者に００ＸＹを付与すべきとのご主張なのかどちらでしょうか。）

弊社としては、広く利用可能な「０１２０」「０８００」番号を利

用することが望ましいと考えております。 

４．ＪＴ殿の公正競争に関するご意見に対するコメント  
 （ア）新規サービスを加入するにあたって、既存事業者に申し込む場合

と他事業者（新規事業者）に申し込む場合の番号桁数の差が、公

正競争上の問題に値するかどうかが論点ではないでしょうか。確

かに、番号桁数が短い方が利用者にとってダイヤルしやすいとい

うメリットはありますが、それによって利用者の行動に影響を与

えるのかという点で、真に競争上のデメリットになり得るかどう

か疑問です。番号ポータビリティ問題のように事業者を変える場

合に従来使用していた番号が使用できなくなるような場合はデメ

リットが大きく、事業者を変える弊害になっているケースがある

という意見なら理解できますが、営業窓口の電話番号桁数の差に

より利用者が他事業者のサービス申し込みを躊躇し、その結果と

して既存事業者のサービスを申し込むということは、常識的に考

論点につきましては、御社ご指摘のとおりです。 
申し込みに与える影響について、現時点で「定量的」なデータをご

提出することはできませんが、１ＸＹという番号は、「わかりやす

さ」「覚えやすさ」「ダイヤルしやすさ」などの効果があり、、それ

以上の桁数の番号に比べ優位なものであると認識しております。 



いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
えにくいと思われます。利用者が事業者を選択する際の判断ポイ

ントは、あくまで、サービス内容ではないでしょうか。どのよう

な観点から見て、公正競争が阻害されているのか、あるいはどの

ような問題点が発生しているのかを番号ポータビリティの場合の

ような具体的な形で示していただきたいと思います。 
 （イ）営業窓口の番号利用は、新サービスの申し込みだけでなく、加入

したサービスに関する問い合わせ、苦情、契約解除等さまざまな

目的に利用されています。こうした用件の利便性向上のために１

ＸＹは利用されてきたわけで、言わば自網加入利用者に対するサ

ービスです。固定系６０００万、移動系８５００万の利用者に既

に広く周知され、利用されてきた番号の使用を停止するには、明

確な理由が必要と思われます。各事業者の利用者が自網内で平等

に便利に利用しているメリットと非常に抽象的な公正競争論のメ

リットを十分に比較する必要があると思います。 

弊社として、「加入したサービスに関する問い合わせ、苦情、契約

解除等」について１ＸＹの使用を禁ずることを提案しているもので

はありません。 
「新サービスの申し込み」の場面において１ＸＹを継続利用するメ

リットと、公正競争の観点から桁数の公平性を図るメリットの比較

につきましては、今後十分検討すべきことと考えております。 

 （ウ）通信キャリアだけが、１ＸＹを使用できるのは、他の一般企業の

営業窓口が０１２０・・・しか利用できないことに対して公平で

ないという意見はあり得るかもしれません。その場合は、１ＸＹ

だけでなく通信事業者が使用している短桁番号（００ＸＸ－Ｙ

Ｙ：ＪＴ殿の００８８－８２等）も対象として議論すべきだと思

われます。ただ、一般的には、各業界ではそれぞれこのようなメ

リットがあると思われ、現在の使用方法の範囲では社会的に許容

されるのではないかと思われます。 

ご指摘は、電気通信業界内における公正競争論の問題ではないと認

識しております。 

５．その他  
 『米国、英国では、８００番を利用してイコールフッティングを実現』 別紙のとおりです。 



いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
との記述がありますが、英国では、ＢＴ社は短桁の番号も使用している

と聞いています。米国、英国における営業受付番号の実態をもう少し詳

細にお教えいただければ議論の参考になると思います。 
 
 
＜ＮＴＴ東日本殿ご意見＞ 

いただいたご意見・ご質問 弊社コメント・ご回答 
１．各社の自網加入者から、「１XY」によって受付け等窓口に接続する事につ

いては、各社の公平性が担保されている事から、見直しの必要性はないと認

識されているものと理解しました。 
 さらに 4/28 付け資料では、他社窓口利用の番号として「１XY」の希少性

他の理由から、新たな１XY 利用は要望しないとの意見でした。 
 これらを考え合わせると、現在の自社網番号である 116 の見直しを、強く

求めているものでは無いものと理解してよろしいでしょうか 

弊社として、「加入したサービスに関する問い合わせ、苦情、契約解

除等」のすべての目的について１ＸＹの使用を禁ずることを提案して

いるものではありません。 
しかしながら、「新サービスの申し込み」の場面においては、ユーザ

ーへの訴求度が他の番号に比べて異なるものと認識しており、今後、

公正競争の観点から見直しに向けた検討を行うことを提案しており

ます。 
２．公正競争に関しては、受付け窓口への接続番号の桁数や番号種別の差によ

って、競争事業者がハンディキャップを負うと意見されておりますが、お

客様が選択されたサービスを申し込む際の窓口接続番号の桁数等の違い

が、公正競争に与える影響がわかりません。 

申し込みに与える影響について、現時点で「定量的」なデータをご提

出することはできませんが、１ＸＹという番号は、「わかりやすさ」

「覚えやすさ」「ダイヤルしやすさ」などの効果があり、それ以上の

桁数の番号に比べ優位なものであると認識しております。 

 
 
 

以上 



別紙 
 

米国・英国における営業窓口の電話番号について 
 
米国の状況 米国では、営業窓口に特番は利用されていないものと認識しております。 

例として、Verizon(NY 市）と SBC(CA 州）でのコンシューマ顧客向けの窓口番号のリンクを掲載いたします。 
両者とも、８００番サービスを利用しております。 
Verizon： 
http://www22.verizon.com/foryourhome/ContactUs/Contactus_Phone_East.asp 
SBC： 
http://www.sbc.com/gen/general?pid=6333 

英国の状況 以前は、３桁番号（下記のフリーコールの下３桁）となっていたが、現在は ０８００のフリーコール電話番号 Prefix を付け

るようになっており、主流は０８００番号へ移行しているものと理解しております（ただし、３桁番号は指定されている） 
フリーダイヤル： ０８００ ８００ １５０ （Residential） 
フリーダイヤル： ０８００ ８００ １５６ （Business Billing） 
フリーダイヤル： ０８００ ８００ １５４ （Business Fault Report） 
フリーダイヤル： ０８００ ８００ １５２ （Business Sales ＆ Services） 

 
 
 
 



１ＸＹ番号に関するＪＴ殿ご提案について 
２００５年５月１８日 
Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 

 
ＪＴ殿のご意見は「１ＸＹを営業窓口の“新サービス申込み（勧誘等）”に使用するのは不適切なので、禁

止する方向で検討したい。」という趣旨と理解します。 
 
（１）過去の経緯から 
平成１０年度の番号研究会当時は、１ＸＹの新規番号利用が進んでおり、１ＸＹ番号は早晩逼迫する可

能性が高いと見られていました。このため、１ＸＹ番号の不必要な多用を防ぎ、将来の空き領域を確保する

ことが喫緊の課題であり、非常に限られた資源である１ＸＹ番号を、０１２０などの代替手段が考えられる営

業窓口に用いるのは、本来好ましくないものと見なされたと理解しています。 
その後、 
● 平成１０年度番研の結論を受けて、営業窓口に１ＸＹを多く使っていた携帯電話事業者が整理統合

を進めたこと 
● その後の１ＸＹ新規利用は比較的少数に留まっていること 

により、当時とは環境が変化しており、現時点では１ＸＹの逼迫対策として営業窓口の番号を整理する必

要性は低いと考えます。 
もちろん将来１ＸＹ番号が逼迫する情況となれば、代替手段の考えられる営業窓口の番号は整理の対

象になると考えます。 
 
（２）事業者間の公平性 
３桁の番号は０１２０や００ＸＹ－ＡＢ…などの番号に比べると、覚えやすくダイヤルしやすいという点で有

利ではありますが、まさにＪＴ殿がコメントされているように“どの程度”有利か、それが各事業者の営業活

動にどの程度影響を与えているか、は定量的には検証不可能です。 
一方で、ＪＴ殿をはじめとした００ＸＹ中継系事業者は、２０年近くにわたって００ＸＹ系の問合せ番号を周

知・利用してきました。（ＪＴ殿は００８８＋２桁、弊社は００７７＋３～４桁など） 
現在では認知度も上がり、ＮＴＴ東西殿の回線における１ＸＹとの差が決定的とは言えないと考えます。

定性論ですが、問合せ窓口のダイヤル桁数で加入する事業者を選択するお客様は、まずいないと思いま

す。 
 
（３）業務の切り分けとお客様の利便性 
ＪＴ殿のご意見によれば、１ＸＹの営業窓口における分類は以下のようになると考えます。 

・加入しているサービスに関する問合せ⇒ＯＫ 
・新サービスの申し込み⇒ＮＧ 
・一般的な苦情受付、休止、解約⇒ＯＫ 

しかしながら、これら業務の明確な切り分けは困難であると考えます。 
● 加入済みサービスに関する問合せ新サービスの申し込みに話が発展する場合がある。このような

ケースでお客様から加入の申し出や資料請求があった場合、その場で対応せずに別の番号（０１２

０等）へかけなおすよう求めるのか？ 



● 加入済みサービスの付加サービス受付は新サービスなのか既存サービスなのか、常に明確に切り

分けられるとは限らない。お客様に判断を求めても困難なため、一旦受け付けたコールセンターで

内容によってかけ直すよう求める必要が生じる。 
本来は同じオペレータが対応できるにも拘らず、事業者間の公平性のためお客様に不便をもたらす場

合が予想されます。ＪＴ殿のご意見は一見分かりやすいようですが、実行レベルでは相当な困難に直面す

ると思われます。それでも趣旨を貫徹しようとすれば、結局１ＸＹによる営業窓口を全廃せざるを得なくなる

のではないでしょうか。 
 
（４）各自業者の提供サービスによる新たな不公平 

仮にＪＴ殿のご意見に従って再検討し、「１ＸＹを新サービスの申し込みに使用しない」という結論に至っ

たとすれば、各事業者は自社直収端末発信の場合に対応して新たに０１２０などのフリーホンを利用する

と考えられます。 
・ 自社でフリーホンサービスを提供している事業者は自社フリーホンを利用する。 
・ 自社でフリーホンサービスを提供していない事業者は、弊社やＪＴ殿など他社が提供するフリーホン

に加入する。 
自社でフリーホンを提供している事業者は受付番号を１ＸＹから０１２０または００ＸＹに変更するだけで

すが、そうでない事業者は新たに基本料金と通話料金の負担が発生します。現在でも１ＸＹと０１２０等を

併用している事業者も多いようなので、負担増の程度は各社各様だと思われます。しかし、特に比較的小

規模な事業者にとっては無視できない額になる可能性もあると推測します。 
このことは、キャッシュアウトの点で事業者間に新たな不公平を生む要因になると考えます。 

 
（５）まとめ 
以上の各項を総合すると、１ＸＹの営業窓口利用は現状のままとし、今後は新たな１ＸＹの利用が増加して

逼迫の可能性が出てきた段階で再検討することが適切と考えます。 
 

以上 



平成 17 年 5 月 20 日 
東日本電信電話株式会社 

 
これまで、１ＸＹに関するＪＴ殿提案の内容明確化を求めてきましたが、先般のＪＴ殿

の回答により、その提案主旨が「１ＸＹを営業窓口の新サービス申込みとして使用するの

は不適切なので、禁止する方向で検討したい。」との点が明らかになったことから、あらた

めて弊社の意見を以下に示します。 
 
今回のＪＴ殿のご提案については、以下の理由から反対します。 
・お客様はワンストップサービスを要望しているにもかかわらず、新規サービスの受付を

他の問合せ受付と切り離して行うことは、ＫＤＤＩ殿の意見にもあるとおり、お客様に不

便をおかけするものであり、到底、お客様の納得を得られるとは思えず、現実的ではあり

ません。 
・「１ＸＹ」を直ちに営業窓口等で用いてはいけないという整理としなかった理由も、従来

から利用者利便の確保のために短桁で使用されてきたという現実を踏まえ、お客様の納得

を得られないとの判断であったと理解しております。 
・「１ＸＹ」の代替としては「００ＸＹ＋２桁」や「＃ダイヤル」等があり、ＫＤＤＩ殿の

意見にもあるとおり、お客様が新規サービスを申し込むにあたって、ＪＴ殿が従来からご

利用の「００ＸＹ＋２桁」を用いることと、弊社が「１ＸＹ」を用いることとの間で決定

的な差があるとは思えません。 
 

以上 
 



ＪＴ殿回答（５／１７）に対するコメント 

０５．５．２３ 

ＮＴＴドコモ 

 

 

１．新サービス受け付けと加入後の問い合わせについて 

 加入したサービスに関する問い合わせや苦情等の受付は問題ないとのことですが、

新サービスの受け付けと加入したサービスに関する問い合わせとの番号を分けること

は、現実的に難しくユーザ本位ではないと思います。問い合わせの中から新サービス

の申し込みに繋がる場合もあるでしょうし、両方のことを聞きたいということもある

でしょう。これらを区別して番号を記憶してくれというのもユーザに負担をかけるだ

けですし、ユーザにとっては、これらの区別を完全にすることは難しく、厳格な運用

をするとなるとユーザに掛け直しを求めることになり、ワンストップショピングが求

められている状況に反するものです。結局、ＪＴ殿のご意見は「一切１ＸＹ、００Ｘ

Ｘを使用するべきでない」と言う意見になると思われます。 

 

２．公正競争について 

 公正競争について具体的な問題点の提示をお願いしていますが、定量的なデータを

求めている訳ではありません。どのような点が具体的に競争上影響を与えるのかをご

説明いただきたいということです。短桁の１ＸＹが０１２０～の１０桁番号に比較し

て多少利便性が高いことについては否定しません。伺いたいのは、その利便性の差が

実際の競争にどのような影響を与えるかという点です。前回例示しました番号ポータ

ビリティのように、判り易い説明を頂きたいと思います。 

 

３．英国・米国のケースについて 

(ア) 英国の場合 

 『以前は、３桁で現在は、フリーフォン番号』と説明されていますが、どのよう

な根拠でしょうか。確かにｗｅｂでは、フリーフォンの番号のみが掲載されていま

すが、これは、３桁番号が自加入者からしかかけられないことに依存するのではな

いかと推測できます。ＢＴの発行する請求書を確認したところ、両方の番号が案内

されており、２つの番号は同じカスタマセンタに接続されると聞いています。（請

求書上では、１５０番号が、先に書かれています。これは、自ユーザからは、１５

０番号の使用を促したいとの意志の現れと見られないでしょうか。）（別紙：ＢＴ請

求書参照） 

(イ) 米国の場合 

 ５月１１日のＪＴ殿の資料の「８００番を利用してイコールフッティングを実

現」との表現は「短桁番号がイコールフッティング上問題となり、その解決策とし

てフリーフォンを使用することになった」という経緯の存在を強く示唆しますが、



もしそのような議論があったのであれば根拠をお示し願いたいと思います。 

 また、フリーフォンサービスを利用している証拠としてｗｅｂアドレスを示して

いただいていますが、多くのキャリアがフリーフォン番号を利用している一方で、

一般の電話番号も使用されているようです。これは、もともと米国では、アルファ

ベットによる読み替えダイヤル（語呂合わせ）が広く利用され、短桁番号によるメ

リットが少なかったのではないかと想像しています。アドレスとしての短桁の番号

計画（The North American Numbering Plan）はＮ１１系が用いられ、キャリアが

使用している具体的な例としては４１１（Directory:番号案内）、６１１（Telephone 

line repair service：故障受け付け）、８１１（Telephone company services：サ

ービス窓口）がありますが、現在８１１は、余り使用されていないようです。ＦＣ

Ｃはこれらの短桁番号をキャリアのために使用するのではなく、９１１のように公

共的な使用方法が望ましいとの考え方のようです。その例として、９０年代後半に

は、３１１を緊急でない警察等に付与しています。８１１については、今年の３月

１０日にＦＣＣが、埋設管路掘削被害防止のための連絡番号に割り当て直していま

す。 

●ＦＣＣニュース（2005.3.10） 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-257293A1.pdf

 

 なお、ｗｅｂ上で見つけられる、Customer Service に短桁を使用している例と

しては以下のものがあります。ただし、この Customer Service が、営業窓口を含

んでいるかどうかは不明ですが、他の番号が案内されていないことから総合的な窓

口であると想像しています。 

●ベライゾンワイヤレス：８００－９２２－０２０４又は＊６１１ 

http://www.verizonwireless.com/b2c/vzwfly?go=/ContactUsControllerServlet&item=_FAQ_T

OPIC&navigationLinkOptions=SUPPORT  

●スプリントＰＣＳ 

  既存加入者：＊２（携帯電話から）又は８８８－２１１－４７２７ 

  新規加入者：８８８－２５３－１３１５ 

  http://www.sprintpcs.com/support/

 

４．今後の検討の必要性 

 『公正競争の観点から見直しに向けた検討を行うことを提案しております』と言わ

れますが、具体的に何を検討するのでしょうか。勿論、１ＸＹを営業窓口番号として

継続使用するかどうかだと説明されると思いますが、検討開始理由の合理性について

ＷＧメンバの共通認識となっているのでしょうか。あるいは、本件の本質的な点は、

桁数の差が公正競争上の問題となるか否かだと思いますが、そのことから検討するこ

とをご提案なのでしょうか。それとも、番号の専門家である本グループのメンバでは、

公正競争上の問題であるかどうかの判断はできないと言うことでしょうか。もしそう

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-257293A1.pdf
http://www.verizonwireless.com/b2c/vzwfly?go=/ContactUsControllerServlet&item=_FAQ_TOPIC&navigationLinkOptions=SUPPORT
http://www.verizonwireless.com/b2c/vzwfly?go=/ContactUsControllerServlet&item=_FAQ_TOPIC&navigationLinkOptions=SUPPORT
http://www.sprintpcs.com/support/


であるならば、公正競争上の問題となるかどうかは、別の検討の場で結論を出して頂

き、その上で、番号論上どうすべきかを議論すべきかと思われます。このメールでの

議論では一部の方しか意見を述べられていません。意見を述べられていないＷＧのメ

ンバの方がこの点についてどう考えられているのかご意見をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

以上 







平成 17 年 5 月 25 日 
日本テレコム株式会社 

 
「１ＸＹ」番号に関する公正競争上の問題について 

 
弊社ご提案に対し、ＫＤＤＩ殿、ＮＴＴ東日本殿、ＮＴＴドコモ殿からコメントを頂戴

しております。いただきましたコメントについて、下記のとおり弊社コメントをお送りさ

せていただきます。 
 

＜問題の所在＞ 
・ 弊社ご提案は、「１ＸＹの短桁番号を営業窓口に利用した場合、覚えやすい等の利便

性の高さというメリットが、お客様の問い合わせ行為・申込みに有利に働く」「加入

者シェアが大きい場合にその影響も大きくなる」との認識が前提となっております。 
・ 加入電話サービスで９９％のシェアを持つＮＴＴ東西殿は、加入電話サービスと直接

関係のない新サービス（ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ）の営業活動（広告宣伝活動）において、

「お問い合わせは１１６へ」いう形で連絡先を伝えております。このような広告宣伝

において「１ＸＹ」というわかりやすい番号にて窓口を案内できることは、他の番号

体系と比べ、お客様への訴求効果が非常に高いものです。この訴求効果は、それに続

くお客様の問い合わせ・申込みという行動に有利に働くと考えております。（もちろ

ん、お客様が「窓口の番号のわかりやすさ」を主たる要因として最終的にサービス提

供事業者を選択するものではありませんが、サービス提供事業者を選び・申込む過程

において、上記のような効果がプラスに働くと考えております） 
 
ＮＴＴ東西殿：１１６をＣＭで訴求される⇒3桁で記銘に優れている 

⇒１１６に電話問い合わせ⇒申し込み 

（⇒ＩＳＰとセットの場合あり）（※） 

※ＩＳＰ申込みを先行している場合もある 

他事業者：「ＸＸＸＸＸＸ（番号）」をＣＭで訴求⇒覚えられない 

⇒即行動できない⇒その事業者に問い合わせなどを行わない 

 
・ 既存サービスの問い合わせと明確に区別できないとのご指摘もございましたが、上に

指摘したサービス単位で区別することは可能（ＦＴＴＨサービスの窓口は「○○番」）

と考えております。 
 

＜進め方について＞ 
・ 弊社としましては、「番号の専門家である本グループのメンバでは、公正競争上の問

題であるかどうかの判断はできない」と申し上げる意図はなく、本研究会・ＷＧにお

いて取り扱っていただきたいと考えております。 



・ なお、今年度の研究会においては、時間的にも更に検討を行っていただくことは困難

と認識しており、来年以降の研究会において取り扱っていただきたいと考えておりま

す。 
 
 

以上 



平成 17 年 5 月 27 日 

東日本電信電話株式会社 

 

 

５月２５日、JT 殿から、「１XY」番号に関する公正競争上の問題について、コメントが

ございましたので、改めて、当社の考え方を送付させていただきます。 
 
 当社としては、今回の JT 殿のコメントや、KDDI やドコモ殿のコメントの中にもありま

すように、営業窓口の番号のわかりやすさにより、お客様がサービス提供事業者を選択す

るものとは考えておらず、営業窓口のダイヤル桁数の違いが公正競争に影響しているもの

とは考えておりません。 
 

 また、「１XY」番号が、お客様の利便性を確保するために短桁で使用されてきた経緯や、

広くお客様にご利用いただいている現状を考慮すると、「１XY」番号の利用形態を見直すこ

とは、お客様への影響が大きいと考えております。 
 
 以上のことから、現在の状況において、「１XY」番号の利用形態を見直すことは適切では

ないと考えております。 

 

以上 

 



１ＸＹ番号に関する意見 

２００５年５月２７日 
ＫＤＤ Ｉ株式会社 

 
５月２５日のＪＴ殿のご意見を受け、弊社の考えを述べさせていただきます。 

 
弊社は前回の意見（５月１８日付け）に記載したとおり、「１ＸＹは桁数が短いため

０１２０等に比べて有利ではあるが、その差は決定的とまでは言えない。」と考えて

います。営業窓口用の１ＸＹは固定系、移動系ともに既に広くお客様に認知されて

いるため、現時点でＪＴ殿のご意見に沿って見直しを行うことは問題が多く、適切で

はないと考えます。 
但し、特に固定系事業ではＮＴＴ東西殿のシェアが圧倒的に巨大であることもあ

り、１ＸＹダイヤルの利点をことさら強調するような広告・宣伝活動は事業者間の不

公平感を煽る危険性があります。従って、このような問題が生じないよう各社とも一

定の配慮が必要と考えます。 
なお、将来１ＸＹの利用について見直しをする条件としては、前回の意見で述べ

たとおり、１ＸＹの需要が増加して逼迫の危険性が生じてきた段階が望ましいとの

意見です。 
 

以上 

 
 
 
 
 



ＪＴ殿提起の１ＸＹ問題に関して 

０５．０５．３１ 

ＮＴＴドコモ 

 

 

１．番号桁数の類似の問題として、事業者識別番号（００ＸＹ）が論じられ（当時マイラ

インの導入は決まっていませんでした）、３桁～６桁の違いは、全くイコールでないこ

とは確かであるが、事業者の桁数を揃えなければならないほど問題でなく、許容され

る範囲であるとの結論が出されたと聞いています。また、一般の企業を考えるとフリ

ーダイヤルの番号を語呂合わせするなど、それなりに工夫して使用されています。こ

れらの点から考えると、本件が、公正競争を阻害しているほどの問題とは考えており

ません。 

 

２．既存サービスの問い合わせと区別できると言われますが、何故そのように言えるので

しょうか。受け付け番号に接続後アナウンスを流し、用件により答える担当を分ける

といった受付方法が一般に広く採用されていますが、利用者が適切に用件を指示でき

ない場合があり、その場合は担当間で転送していると思われます。ユーザサービス上、

用件が異なる毎に利用者に電話をかけ直してくださいと言えるでしょうか。５月１８

日のメールにてＫＤＤＩ殿が具体的に指摘されているような例についてＪＴ殿はどの

ようなご見解なのでしょうか。 

 

以上 
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